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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，財団法人日本規格協会(JSA)から，工業標準

原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大

臣が制定した日本工業規格である。 

この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について，責任をもたない。 

JIS X 4158 には，次に示す附属書がある。 

附属書 A（参考）XML 名前空間の内部構造 

附属書 B（参考）W3C の Namespaces in XML 勧告作成貢献者 

附属書 C（規定）引用規定 

 

 

 

原勧告の標題及びまえがき 
XML 名前空間 

W3C 勧告 1999 年 1 月 14 日 
この版の掲載場所 

http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-names-19990114 

http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-names-19990114/xml-names.xml 

http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-names-19990114/Overview.html 

最新版の掲載場所 

http://www.w3.org/TR/REC-xml-names 

以前の版の掲載場所 

http://www.w3.org/TR/1998/PR-xml-names-19981117 

編者 

Tim Bray (Textuality) <tbray@textuality.com> 

Dave Hollander (Hewlett-Packard Company) <dmh@corp.hp.com> 

Andrew Layman (Microsoft) <andrewl@microsoft.com> 

 

著作権 © 2000 W3C®
 (MIT，INRIA，Keio) が，すべての権利を保有する。免責，商標，文書の使

用，及びソフトウェアの使用許諾に関する W3C の規則を適用する。 

 

この文書の状態 この文書は，W3C 会員企業及び関連する団体によって審議されており，技術統括

責任者によって W3C 勧告として承認されている。この文書は安定したものであり，参考資料とし

て使用してよく，他の文書から引用規定として引用してもよい。W3C はこの勧告を制定することに



著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

 
X 4158：2005  

（2） 

よって，この規定への注目を喚起し，広い普及を促進するという役割を果たす。この結果，Web の

機能及び相互運用性が高まる。 
この規定の既知の誤りの一覧は，http://www.w3.org/XML/xml-names-19990114-errata から入手でき

る。 

この文書に誤りがあれば xml-names-editor@w3.org に報告されたい。 
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XML 名前空間 
Namespaces in XML 

 
序文 この規格は，1999 年 1 月に World Wide Web Consortium（W3C）から公表された Namespaces in XML

勧告を翻訳し，技術的内容を変更することなく作成した規格である。 
 

0. 適用範囲 この規格は，XML 名前空間を規定する。XML 名前空間は，XML 文書の中で使用する要素

及び属性の名前を修飾するための単純な方法を提供する。修飾は，URI 参照で識別する名前空間と名前と

を関連付けることによって行う。 
 

1. 背景及び概要 複数のソフトウェアモジュールのために定義され使用される要素及び属性［これを“マ

ーク付け語い（彙）”という。］を，一つの拡張可能なマーク付け言語（Extensible Markup Language，以下

XML という。）の文書が含む場合を想定する。これを想定する動機の一つは，モジュール性にある。よく

理解されたマーク付け語いが存在し，それを扱う有用なソフトウェアが利用可能な場合，このマーク付け

を再発明するよりもむしろ再利用するほうがよい。 

複数のマーク付け語いを含む文書では，要素型及び属性名の認識，並びにそれらの名前の衝突が問題と

なる。ソフトウェアモジュールは，他のソフトウェアパッケージ用マーク付けで同じ要素型又は属性名が

使われている場合，名前の“衝突”に直面するが，その場合でも，そのモジュールが処理するものとして

設計されているタグ及び属性を認識できることが必要である。 

こうしたことは，有効範囲が文書を越えて広がる普遍的な名前を，文書の構成要素がもつほうがよいこ

とを示している。この規格では，これを達成する XML 名前空間という機構を示す。 

XML 名前空間とは，URI 参照（RFC2396）によって識別され，XML 文書の中で要素型及び属性名とし

て使用される名前の集まりとする。XML 名前空間は，内部構造をもっており，数学的な集合ではないとい

う点で，計算機分野で慣習的に使用する“名前空間”とは異なる（附属書 A 参照）。 

名前空間を識別する URI 参照は，文字ごとに全く同じ場合，同一とみなす。この意味で同一ではない

URI 参照も，実際には機能的に等価となることがあることに注意されたい。この例として，大文字・小文

字だけが違う URI 参照，又は異なる実効的基底 URI をもつ外部実体の中での URI 参照がある。 

空の文字列は，URI 参照として正しいが，名前空間名として用いることはできない。 

相対 URI 参照を名前空間宣言に用いることは，同一文書への参照を含め，推奨しない。今後の W3C 仕

様（W3C 勧告など W3C が発行する仕様）は，その解釈を規定しない。 

XML 名前空間を使った名前は，修飾された名前として出現してよい。この修飾された名前は，名前を一

つの名前空間接頭辞及び一つの局所名に分離するコロンを一つ含んでもよい。URI 参照に対応付けられる

接頭辞が，名前空間を選択する。普遍的に管理される URI 名前空間と文書自体の名前空間との組合せが，

普遍的に一意な識別子を生成する。さらに，接頭辞の有効範囲及び無接頭辞時名前空間のための機構を提

供する。 


